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お問い合わせ

消費生活センター�　☎ 0986-76-8823

今月の相談「台風による家屋の被害調査をしている」と電話があり、来訪を了
承した。事業者がドローンで屋根などの点検を行った後、写真を
見せられ「屋根瓦に割れている箇所がある。損害保険の保険金で修
繕できる。当社が保険金の申請をサポートする」と説明され、そ
の場で契約した。その後、契約書をよく読むと『損害保険金支給額
の35％を手数料として支払うこと』と記載がある。冷静に考える
と、保険会社への申請は自分でできる。不審なので解約したい。

 困った時は、早めに消費生活センターにご相談ください。
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曽於市消費生活弁護士
相談会のお知らせ
日 程 ９月 11日（水）

時 間 午前 10時～正午

場 所 市役所本庁南棟
２階 多目的室②

定 員 ４名

相談時間 １人 30分

※相談無料。事前申込み順です
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